
凡例：第1・3（木）=各月の1回目と3回目の木曜日を指します。 ※若松台2丁目の古紙・布類収集日は町内自治会へお問い合わせ
　ください。

◯月2回の不燃ごみ・有害ごみ収集日と同じ曜日で、不燃ごみ・有害ごみの収集を
行わない週（月2回）に収集します。

　（例）不燃ごみ・有害ごみ：第1・3（月）の場合 → 木の枝・刈り草・葉：第2・4（月）
◯年始は大量に出される可燃ごみに対処するため、1月14日まで収集はありません。
　1月15日以降の資源収集をご利用ください。

※ただし、木の枝・刈り草・葉は1月15日以降の各地区の収集日です。


